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家庭教育応援企業活動報告⑦：関場建設株式会社 
 

 今年度の関場建設株式会社様の活動を紹介します。主な取組として高校生に対する企業説明会と従業員さ

んに対する規程の変更を行いました。地域の子どもたちや、従業員に対するより良い労働環境の提供を目指

した活動は家庭教育推進に大きくつながっております。 

☆関場建設株式会社様は、３つの項目で家庭教育を支援して下さいました。 
 

１ 従業員が休暇を取りやすい職場の雰囲気作りに努めた。 

２ 地域の子どもたちに、従業員が働く姿を見せたり、仕事を体験させたりした。 

３ 会社規定の改定 

 【子の看護休暇について、適用範囲を拡大して、特別休暇扱いとした。】 

 

活動の様子・記録 
    

 南相馬市原町区に本社のある関場建設株式会社様は、平成２

９年の１月から家庭教育応援企業として、地域の家庭教育を支

援しております。 

 創業は 1907(明治 40)年 4月と、大変、歴史ある企業であ

り、建築、土木、設計を通して、地域とともに歩んでおりま

す。従業員の皆様が地域のゴミ拾いや清掃といった社会貢献活

動を行っている姿をよく目にしますし、家庭教育についても毎

年多大な御尽力を頂いています。 

 これまでも「全体朝礼で福島県家庭教育応援企業であることを伝え、積極的に学校行事へ参加するように

啓蒙を行った」「会社カレンダーに連休が長くなるよう、有休消化日を 2日設定した」「地域の子供たちの

野球大会に協賛し、寄付などを行った、また、社員がコーチとして参加した」等の活動を、精力的に行って

くれていました。 

 今年度も 12月 11日（水）に、南相馬市主催「市内企業の魅力発見！市内企業見学会」

への参加協力要請に応じて、企業説明会を実施しました。相馬農業高校の 1年生 10名を対象

に、キャリア教育の一環として建設業界の説明、事務所の見学、会社の業務紹介などを行いま

した。 

また、お子さんの看護休暇を、中学卒業までの子に拡大して、お子さん一人当たり年間 5日

（二人以上の場合は１０日）を特別休暇（有給）扱いの時間単位で取得できるという規定の改

定をし、ますます働きやすい職場環境にしていきました。 

 これからも、相双地区の家庭教育を応援し続けて欲しいと思います。 
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